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○

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）

（
公
安
委
員
会
の
交
通
規
制
）

第
四
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
道
路
に
お
け
る
危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
り
、

又
は
交
通
公
害
そ
の
他
の
道
路
の
交
通
に
起
因
す
る
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
信
号

機
又
は
道
路
標
識
等
を
設
置
し
、
及
び
管
理
し
て
、
交
通
整
理
、
歩
行
者
若
し
く
は
遠
隔
操
作
型
小
型
車
（
遠
隔
操
作
に
よ
り
道
路
を
通
行
し
て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
（
次
条
か
ら
第
十
三
条
の
二
ま
で
に
お
い
て
「
歩
行
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
車
両
等
の
通
行
の
禁
止
そ
の
他
の
道
路
に
お
け
る
交

通
の
規
制
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
緊
急
を
要
す
る
た
め
道
路
標
識
等
を
設
置
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
、
そ
の
他
道
路
標
識

等
に
よ
る
交
通
の
規
制
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
管
理
に
属
す
る
都
道
府
県
警
察
の
警
察
官
の
現
場
に

お
け
る
指
示
に
よ
り
、
道
路
標
識
等
の
設
置
及
び
管
理
に
よ
る
交
通
の
規
制
に
相
当
す
る
交
通
の
規
制
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５

（
略
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
最
高
速
度
）

第
二
十
二
条

車
両
は
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
そ
の
最
高
速
度
が
指
定
さ
れ
て
い
る
道
路
に
お
い
て
は
そ
の
最
高
速
度
を
、
そ
の
他
の
道
路
に
お
い
て
は

政
令
で
定
め
る
最
高
速
度
を
こ
え
る
速
度
で
進
行
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
指
定
場
所
に
お
け
る
一
時
停
止
）

第
四
十
三
条

車
両
等
は
、
交
通
整
理
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
交
差
点
又
は
そ
の
手
前
の
直
近
に
お
い
て
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
一
時
停
止
す
べ
き
こ
と

が
指
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
道
路
標
識
等
に
よ
る
停
止
線
の
直
前
（
道
路
標
識
等
に
よ
る
停
止
線
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
交
差

点
の
直
前
）
で
一
時
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
車
両
等
は
、
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
の
ほ
か

、
交
差
道
路
を
通
行
す
る
車
両
等
の
進
行
妨
害
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
罰
則

（
略
）
）
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○

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
（
抄
）

（
公
安
委
員
会
の
交
通
規
制
）

第
一
条
の
二

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
信
号
機
又
は
道
路
標
識
若
し
く
は
道

路
標
示
を
設
置
し
、
及
び
管
理
し
て
交
通
の
規
制
を
す
る
と
き
は
、
歩
行
者
、
車
両
又
は
路
面
電
車
が
そ
の
前
方
か
ら
見
や
す
い
よ
う
に
、
か
つ
、
道

路
又
は
交
通
の
状
況
に
応
じ
必
要
と
認
め
る
数
の
も
の
を
設
置
し
、
及
び
管
理
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
路
側
帯
を
設
け
る
と
き
は
、
そ
の
幅
員
を
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
道
路
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
横
断
歩
道
又
は
自
転
車
横
断
帯
（
以
下
「
横
断
歩
道
等
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
と
き
は
、
道
路

標
識
及
び
道
路
標
示
を
設
置
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

横
断
歩
道
等
を
設
け
よ
う
と
す
る
場
所
に
信
号
機
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合

道
路
標
示
の
み
を
設
置
す
る
こ
と
。

二

横
断
歩
道
等
を
設
け
よ
う
と
す
る
道
路
の
部
分
が
舗
装
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
又
は
積
雪
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
道

路
標
示
の
設
置
又
は
管
理
が
困
難
で
あ
る
場
合

内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
道
路
標
識
の
み
を
設
置
す
る
こ
と
。

４

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
車
両
通
行
帯
を
設
け
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

道
路
の
左
側
部
分
（
当
該
道
路
が
一
方
通
行
と
な
つ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
道
路
）
に
二
以
上
の
車
両
通
行
帯
を
設
け
る
こ
と
。

二

歩
道
と
車
道
の
区
別
の
な
い
道
路
（
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
し
な
い
道
路
を
除
く
。
）
に
車
両
通
行
帯
を
設
け
る
と
き
は
、
そ
の
道
路
の
左
側

端
寄
り
の
車
両
通
行
帯
の
左
側
に
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
員
を
有
す
る
路
側
帯
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
歩
行
者
の
通
行
が
著
し
く
少
な
い
道
路

に
あ
つ
て
は
、
路
側
帯
の
幅
員
を
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
一
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

車
両
通
行
帯
の
幅
員
は
、
三
メ
ー
ト
ル
以
上
（
道
路
及
び
交
通
の
状
況
に
よ
り
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
道
路
の
状
況
に
よ

り
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
一
メ
ー
ト
ル
以
上
三
メ
ー
ト
ル
未
満
）
と
す
る
こ
と
。

５

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
行
う
交
通
の
規
制
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
道
路
標
識
又
は
道
路
標
示
（
以
下
「
道
路
標
識

等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
交
通
の
規
制
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。
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一

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
道
路
標
識
等

歩
道
及
び
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
こ
と
。

二

法
第
二
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
道
路
標
識
等

交
通
の
頻
繁
な
道
路
に
お
け
る
車
両
の
通
行
の
円
滑
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
こ
と
。

三

法
第
四
十
六
条
の
道
路
標
識
等

道
路
及
び
交
通
の
状
況
に
よ
り
特
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

四

法
第
六
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
道
路
標
識
等

歩
道
及
び
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
こ
と
。

五

法
第
六
十
三
条
の
五
の
道
路
標
識
等

道
路
及
び
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
こ
と
。

（
最
高
速
度
）

第
十
一
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
最
高
速
度
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
最
高
速
度
」
と
い
う
。
）
の
う

ち
、
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
が
高
速
自
動
車
国
道
の
本
線
車
道
（
第
二
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
本
線
車
道
を
除
く
。
次
条
第
三
項
及
び
第
二

十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
こ
れ
に
接
す
る
加
速
車
線
及
び
減
速
車
線
以
外
の
道
路
を
通
行
す
る
場
合
の
最
高
速
度
は
、
自
動
車
に
あ
つ
て
は

六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
、
原
動
機
付
自
転
車
に
あ
つ
て
は
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
と
す
る
。

（
最
高
速
度
の
特
例
）

第
十
二
条

自
動
車
（
内
閣
府
令
で
定
め
る
大
き
さ
以
下
の
原
動
機
を
有
す
る
普
通
自
動
二
輪
車
を
除
く
。
）
が
他
の
車
両
を
牽
引
し
て
道
路
を
通
行
す

け
ん

る
場
合
（
牽
引
す
る
た
め
の
構
造
及
び
装
置
を
有
す
る
自
動
車
に
よ
つ
て
牽
引
さ
れ
る
た
め
の
構
造
及
び
装
置
を
有
す
る
車
両
を
牽
引
す
る
場
合
を
除

け
ん

け
ん

け
ん

く
。
）
の
最
高
速
度
は
、
前
条
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

車
両
総
重
量
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
条
第
三
号
に
掲
げ
る
車
両
総
重
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
二
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
車
両
を
そ
の
車
両
の
車
両
総
重
量
の
三
倍
以
上
の
車
両
総
重
量
の
自
動
車
で
牽
引
す
る
場
合

四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎

け
ん

時
二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時

２

（
略
）

３

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
緊
急
自
動
車
が
高
速
自
動
車
国
道
の
本
線
車
道
並
び
に
こ
れ
に
接
す
る
加
速
車
線
及
び
減
速
車
線
以
外
の
道
路
を
通
行
す

る
場
合
の
最
高
速
度
は
、
前
条
及
び
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
と
す
る
。


